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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和1年9月5日(2019.9.5)

【公表番号】特表2018-536056(P2018-536056A)
【公表日】平成30年12月6日(2018.12.6)
【年通号数】公開・登録公報2018-047
【出願番号】特願2018-523405(P2018-523405)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｊ   9/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｊ    9/12     ＣＥＳ　

【誤訳訂正書】
【提出日】令和1年7月29日(2019.7.29)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発泡体組成物の作製プロセスであって、
　（Ａ）高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、ペルオキ
シド、及びポリジメチルシロキサンを含む混合物を形成するステップと、
　（Ｂ）（Ａ）の混合物と二酸化炭素（ＣＯ２）とを接触させるステップと、を含む、プ
ロセス。
【請求項２】
　前記ペルオキシドが、ジ－ｔ－アミルペルオキシドである、請求項１に記載のプロセス
。
【請求項３】
　１５メガパスカル（ＭＰａ）以上の圧力にて、前記（Ａ）の混合物と前記ＣＯ２とを接
触させる、請求項１に記載のプロセス。
【請求項４】
　押出条件下にて、前記（Ａ）の混合物と前記ＣＯ２とを接触させる、請求項１に記載の
プロセス。
【請求項５】
　前記ＨＤＰＥが、前記（Ａ）の混合物の５０重量パーセント超を構成する、請求項１に
記載のプロセス。
【請求項６】
　請求項１～５のプロセスのいずれかによって作製される発泡体。
 
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７５】
　比較例及び幾つかの本発明の実施例のＤｆデータもまた、表３に列挙されている。比較
例１及び２では、Ｄｆデータは、それぞれ７×１０－５及び１１×１０－５である。ＬＤ
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ＰＥの導入によりＤｆの増大をもたらした。ＰＭＸ－２００ならびにＤＣＰ及びＬ１０１
等の様々なペルオキシドのＤｆへの影響もまた、報告されている。１％のＰＭＸ－２００
をＨＤＰＥ／ＬＤＰＥのブレンドに添加した場合、ブレンドのＤｆは、１１×１０－５か
ら２０×１０－５へと増加する。２％のＰＤＭＳを純粋なＨＤＰＥに添加した場合、Ｄｆ
は、７×１０－５から２３×１０－５へと増加する。比較すると、同量（０．１％）のＤ
ＴＡＰは、実施例２の樹脂のＤｆ、すなわち１２×１０－５、にほとんど悪影響をもたら
さない。１％のＰＭＸ－２００を添加した場合、Ｄｆは、１８×１０－５まで増加した（
実施例３）。図２に示すような理論推定値により、発泡した実施例（実施例１、２、及び
３）の発泡後のＤｆ値は、発泡なしの比較例２と比較して、６６％、７２％、及び６４％
改善する。
 
　本出願は例えば以下の発明を提供する。
[１]　発泡体組成物の作製プロセスであって、
　（Ａ）高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、及びペル
オキシドを含む混合物を形成するステップと、
　（Ｂ）（Ａ）の混合物と二酸化炭素（ＣＯ２）とを接触させるステップと、を含む、プ
ロセス。
[２]　前記ペルオキシドが、ジ－ｔ－アミルペルオキシドである、前記[１]に記載のプロ
セス。
[３]　１５メガパスカル（ＭＰａ）以上の圧力にて、前記（Ａ）の混合物と前記ＣＯ２と
を接触させる、前記[１]に記載のプロセス。
[４]　押出条件下にて、前記（Ａ）の混合物と前記ＣＯ２とを接触させる、前記[１]に記
載のプロセス。
[５]　前記（Ａ）の混合物が、ＣＯ２親和性化合物を更に含む、前記[１]に記載のプロセ
ス。
[６]　前記ＨＤＰＥが、前記（Ａ）の混合物の５０重量パーセント超を構成する、前記[
１]に記載のプロセス。
[７]　前記ＣＯ２親和性化合物が、ポリジメチルシロキサンである、前記[４]に記載のプ
ロセス。
[８]　前記[１]～[７]のプロセスのいずれかによって作製される発泡体。
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